
納税通知書の見方

〒102-8688

東京都千代田区九段南一丁目２－１

千代田 太郎 様

令和●年度 特別区民税・都民税・森林環境税 納税通知書 兼決定通知書

九段南一丁目２－１

千代田 太郎

下記の通り決定(変更)しましたので通知いたします。

761,500

令和＊年＊月＊日
第１期 第２期 第３期 第４期

新 規
充当額

差 引 191,500 190,000 190,000 190,000

*********** *********** *********** ***********

新 規

新 規

令和＊年１０月 令和＊年１２月 令和＊年２月 令和＊年４月 令和＊年６月 令和＊年８月

令和＊年４月 令和＊年６月 令和＊年８月

8,050,000給与所得(所得金額調整控除後)

上場株式等譲渡 2,000,000

10,050,000

10,050,000

総 所 得
上場株式等譲渡

6,590,000
2,000,000

社会保険料控除

扶養控除
基礎控除

700,000
330,000
430,000

1,460,000

無 無無無無 無無無

ひと

り親
１

特別区民税 都民税

調 整 控 除

761,500

761,500

455,400 303,600
1,500 1,000

453,900 302,600
1,000
1,000

3,000

税額の基本的な計算方法

普通徴収税額の納期限と各納期限の税額が記載

されています。

口座登録されている方は納期限に税額が口座

から引き落としとなります。

191,500 190,000 190,000 190,000 年金支払時に差し引かれる税額です。

(令和●年度の仮徴収)

※事務処理の都合上、昨年度通知の仮特別徴収税額が

差し引かれてしまう場合がありますが、

その際は後日還付手続きに必要な書類をお送りします。

【年税額】

令和●年度の特別区民税・都民税の総額です。

【給与特徴税額】

年税額のうち、毎月の給与から差し引かれる

税額です。

【年金特徴税額】

年税額のうち、公的年金から差し引かれる

税額です。

【差引普通徴収税額】

年税額から給与特徴税額と年金特徴税額を差

引いた税額です。納付書もしくは口座振替に

てお納めいただく必要があります。

来年4月以降の年金から差し引かれる

税額です。(次年度の仮徴収)

税額の内訳欄です。

課税標準額に税率を乗じて、特別区民税・都民税を

求めます。(所得割額)

また、寄附金税額控除などの税額控除や、配当割額控除、

株式等譲渡所得割額控除を表示します。

扶養控除や本人該当などの人的控除の内訳が

表示されます。

該当がある場合、有または扶養人数が入ります。

口座振替の方はこちらに口座情報が記載されます。

年金支払時に差し引かれる税額です。

(令和●年度の本徴収)

課税計算の基となった、

総合課税分および

分離課税分の所得の種類と金額を

表示しています。

所得控除の額を表示しています。

（社会保険料控除、医療費控除、

生命保険料控除、扶養控除など）

課税標準額を表示しています。

総合課税と分離課税がある場合は

それぞれの課税標準額を表示します。
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